
 

 

 

那覇市立こども園災害時における開園及び給食の対応について 

※但し、上記の対応以外に、災害発生の状況によって給食センターや調理場施設の停電や断水、 

床上浸水等施設の損壊等により、給食提供ができないことがあります。 

 

状況 開園について 給食の提供 

①11 時までに園の所在する地域

の警戒レベル及び警報等が解除

となった場合 

園から開園時刻につい

て連絡してください 

 

給食提供を行う 

※メニューを変更することがあります 

②11時 1分から15時までの間に

園の所在する地域の警戒レベル

及び警報等が解除となった場合 

園から開園時刻につい

て連絡してください 

 

 給食提供は行わない 

※園児は、家庭で食事を済ませてから登園 

となります 

③15 時 1 分以降に園の所在する

地域の警戒レベル及び警報等が

解除になった場合 

引き続き休園となりま

す 

 

 

 

④開園していたが臨時休園を 

判断した場合 

 臨時休園を判断した時刻によって、食べず

に降園する場合があります。その際、園か

ら保護者に保育業務支援システム等によ

り連絡してください。 

 


